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令和７年度神石高原町一般会計補正予算（第３号） 

 

令和７年度神石高原町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額へ歳入歳出それぞれ２１２，５０５千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２，４２８，９３４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 
 

令和７年９月３日提出 

 
神石高原町長 入 江 嘉 則  
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（１）変　更 （単位　千円）

限　　度　　額 限　　度　　額

（その他）

自 令和５年度 自 令和５年度

至 令和７年度 至 令和７年度

期　　　間

第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

事　　　　　　　　項
変　更　前 変　更　後

期　　　間

放課後児童健全育成事業
運営委託料（やまびこ来
見館）

23,389 23,530
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第 ３ 表　　地　方　債　補　正

（１）変　更 （単位　千円）

起債 起債

の の

方法 方法

普通 　補正前に同じ

貸借

緊急自然災害防止対策事業債 66,500 156,500

過 疎 対 策 事 業 債 644,500
　年3.5%
以内（た
だし、利
率見直し
方式で借
り入れる
政府資金
等につい
て、利率
の見直し
を行った
後におい
ては当該
見直し後
の利率）

　借入先の
融資条件に
よる。ただ
し、町財政
上の都合に
より据置期
間及び償還
期限を短縮
もしくは繰
上償還又は
低利債に借
換えること
ができる。

730,800

災 害 復 旧 事 業 債 14,900 16,300

起 債 の 目 的

補　正　前 補　正　後

限 度 額 利率 償還の方法 限 度 額 利率 償還の方法
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説 明 書（１） 

 

 

神石高原町一般会計 

歳入歳出補正予算事項別明細書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7-



 

-8-



-9-



-10-



-11-



-12-



-13-



-14-



-15-



-16-



-17-



-18-



-19-



-20-



-21-



-22-



-23-



-24-



-25-



-26-



-27-



-28-



-29-



１．一般職

（１）総　括

ア. 会計年度任用職員以外の職員

説明書（２）

給　　与　　費　　明　　細　　書

職員数 報　酬 給　料 職員手当 計 共　済　費 合　　計

（人） (千円） (千円） (千円） （千円） （千円） （千円）

265

（4）

258

（4）

7

（　）は、再任用短時間勤務職員数の外書

区　分

給　　　　　与　　　　　費

備　　　　考

補 正 後 120,897 660,778 433,845 1,215,520 230,362 1,445,882

補 正 前 117,787 658,146 428,935 1,204,868 230,238 1,435,106

10,776比　　較 3,110 2,632 4,910 10,652 124

時 間 外 管理職員特 管理職 特殊勤務 夜間勤務

勤務手当 別勤務手当 手　当 手当 手当

(千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

補正後
15,174 5,755 23,614 48,626 1,254 14,160 165,611 135,076 10,410 13,835 130 200

補正前
15,174 5,755 23,404 45,748 1,254 14,160 164,649 134,268 10,410 13,783 130 200

比　較
210 2,878 962 808 52

勤勉手当 児童手当

職

員

手

当

の

内

訳

区　分

扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 地域手当

職員数 報　酬 給　料 職員手当 計 共　済　費 合　　計

（人） (千円） (千円） (千円） （千円） （千円） （千円）

146

（4）

146

（4）

（　）は、再任用短時間勤務職員数の外書

区　分

給　　　　　与　　　　　費

備　　　　考

補 正 後 570,724 362,327 933,051 187,605 1,120,656

補 正 前 570,724 359,507 930,231 187,590 1,117,821

2,835比　　較 2,820 2,820 15

時 間 外 管理職員特 管理職 特殊勤務 夜間勤務

勤務手当 別勤務手当 手　当 手当 手当

(千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

補正後
15,174 5,755 19,519 46,268 1,254 14,160 131,212 106,228 10,410 12,017 130 200

補正前
15,174 5,755 19,519 43,448 1,254 14,160 131,212 106,228 10,410 12,017 130 200

比　較
2,820

勤勉手当 児童手当

職

員

手

当

の

内

訳

区　分

扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 地域手当
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イ. 会計年度任用職員

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

（千円） （千円）

職員手当 2,820 その他の増減分 2,820 時間外勤務手当 2,820

区　分 備　　　考

（千円）

増減事由別内訳増減額 説　　　　  明

職員数 報　酬 給　料 職員手当 計 共　済　費 合　　計

（人） (千円） (千円） (千円） （千円） （千円） （千円）

区　分 備　　　　考

120,897 71,518 282,469 42,757 325,226

給　　　　　与　　　　　費

7,8322,0903,110

117,787 69,428 274,637 42,648 317,285

比　　較

補 正 前

補 正 後

7,941109

90,054

87,422

2,632

119

112

7

時 間 外

勤務手当

(千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

補正後
4,095 2,358 34,399 28,848 1,818

補正前
3,885 2,300 33,437 28,040 1,766

比　較
210 58 962 808 52

職

員

手

当

の

内

訳

区　分

通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 地域手当
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説 明 書 （３）

（単位　千円）

期間 金　　額 期間 金　　額 国県支出金 地 方 債 そ の 他
R5 R7

23,530 ～ 15,581 ～ 7,949 4,844 169 2,936
R6 R7

23,530 15,581 7,949 4,844 169 2,936

合 計 23,530 15,581 7,949 4,844 169 2,936

放課後児童健全育成事業運営委託
料（やまびこ来見館）

小 計

事 項 限 度 額
前年度末まで 当該年度以降 左 　の 　財 　源 　内 　訳
の支出見込額 の支出予定額 特　　定　　財　　源

一般財源

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支
出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
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神石高原町国民健康保険特別会計 

補正予算 
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令和７年度神石高原町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

令和７年度神石高原町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額へ歳入歳出それぞれ４３，０７９千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，０２６，７７６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和７年９月３日提出 

 
神石高原町長 入 江 嘉 則  
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説 明 書（１） 

 

 

神石高原町国民健康保険特別会計 

歳入歳出補正予算事項別明細書 
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 神石高原町後期高齢者医療特別会計 

補正予算 
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令和７年度神石高原町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

令和７年度神石高原町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額へ歳入歳出それぞれ５，０８１千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０２，２６２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和７年９月３日提出 

 
神石高原町長 入 江 嘉 則  
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説 明 書（１） 

 

 

神石高原町後期高齢者医療特別会計 

歳入歳出補正予算事項別明細書 
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神石高原町介護保険特別会計 

補正予算 
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令和７年度神石高原町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

令和７年度神石高原町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額へ歳入歳出それぞれ４８，１２４

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，９０３，８２９

千円とする。 

２ 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和７年９月３日提出 

 
神石高原町長 入 江 嘉 則  
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説 明 書（１） 

 

 

神石高原町介護保険特別会計 

歳入歳出補正予算事項別明細書 

（ 保 険 事 業 勘 定 ） 
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神石高原町飲料水供給施設事業特別会計 

補正予算 
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令和７年度神石高原町飲料水供給施設事業特別会計補正予算（第２号） 

 

令和７年度神石高原町飲料水供給施設事業特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額へ歳入歳出それぞれ４，１６０千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６，９４０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和７年９月３日提出 

 
神石高原町長 入 江 嘉 則  
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説 明 書（１） 

 

 

神石高原町飲料水供給施設事業特別会計 

歳入歳出補正予算事項別明細書 
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